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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　解剖学的標的を視覚化するシステムであって、
　撮像されるべき領域の少なくとも部分を撮像する視野を有する撮像デバイスと、
　前記撮像デバイスから画像を受け取り、前記撮像デバイスからの複数の画像をつなぎ合
わせて、前記撮像されるべき領域の長さに沿う一連の合成画像を生成するように構成され
る、画像処理モジュールであって、前記合成画像を実時間画像及び三次元モデルと位置合
わせするように構成される、画像処理モジュールと、
　術前画像又は術中画像から生成される前記三次元モデルであって、前記撮像デバイスか
らの前記画像中に見えない前記撮像されるべき領域内の内部ボリュームの画像を含むこと
を特徴とする、前記三次元モデルと、
　前記合成画像に沿う１以上の位置で前記三次元モデルからの前記内部ボリュームの内部
三次元ビューを表示するために生成するように構成される内部ビューモジュールとを含む
、
　システム。
【請求項２】
　画像誘導モジュールに従って前記撮像デバイスを誘導するように構成されるロボットを
更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ロボットは、ある経路を横断するように構成され、前記内部ビューモジュールは、
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前記経路が横断されるときに、表示のために前記内部三次元ビューを生成するように構成
される、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記撮像されるべき領域は、隔離されるべき血管を含み、前記内部三次元ビューは、焼
灼されるべき枝を明らかにする、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記内部ビューモジュールは、前記合成画像に沿って血管の断面を生成するように構成
される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記血管は、バイパス術における使用のための内胸動脈（ＩＭＡ）を含む、請求項５に
記載のシステム。
【請求項７】
　前記合成画像、実時間画像、又は前記合成画像に沿う１以上の選択的な地点での前記内
部三次元ビューの画像のうちの２以上を同時に表示するように構成される、ディスプレイ
デバイスを更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記三次元モデルは、術前三次元血管造影スキャンを用いて生成される、請求項１に記
載のシステム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムであって、
　プロセッサと、
　該プロセッサに結合されるメモリとを更に含み、該メモリは、前記三次元モデルと、前
記画像処理モジュールと、前記内部ビューモジュールとを含む、
　システム。
【請求項１０】
　前記実時間画像を収集するために画像誘導モジュールに従ってスコープを誘導するよう
に構成されるロボットを更に含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ロボットは、ある経路を横断するように構成され、前記内部ビューモジュールは、
前記経路が横断されるときに、表示のために前記内部三次元ビューを生成するように構成
される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記撮像されるべき領域は、隔離されるべき血管を含み、前記内部三次元ビューは、焼
灼されるべき枝を明らかにする、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記内部ビューモジュールは、前記合成画像に沿って血管の断面を生成するように構成
される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記血管は、バイパス術における使用のための内胸動脈（ＩＭＡ）を含む、請求項１３
に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記合成画像、実時間画像、又は前記合成画像に沿う１以上の選択的な地点での前記内
部三次元ビューの画像のうちの２以上を同時に表示するように構成される、ディスプレイ
デバイスを更に含む、請求項９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この開示は、医療器具及び方法に関し、より具体的には、医学的適用における内部解剖
学的構造の改良された視覚化のためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　冠動脈バイパス移植術（ＣＡＢＧ）は、閉塞した冠動脈の血管再生のための外科処置で
ある。従来的な手術では、患者の胸骨が開かれ、心臓が完全に露出させられる。しかしな
がら、最小侵襲（ＭＩ）バイパス術は、肋骨間の小さな穴を通じて行われる。ＣＡＢＧ処
置の重要な部分は、患者の体からの血管の除去であり、次に、それは冠動脈内の１つ又は
それよりも多くのアテローム硬化性狭窄部(atherosclerotic　narrowings)を迂回（バイ
パス）するために用いられる。最も一般的に除去され且つ用いられる血管は、内胸動脈（
ＩＭＡ）であり、それは左ＩＭＡ（ＬＩＭＡ）又は右ＩＭＡ（ＲＩＭＡ）を含んでよく、
それらは胸腔内に位置する。
【０００３】
　ＭＩ心臓バイパス術中、これらの血管への直接的なアクセスは可能でなく、それらは肋
骨間の空間内の肋間筋を通じる穴内に挿入される長い器具を用いて取り除かれる。ＭＩ術
中、外科助手が内視鏡を保持し得るし、或いはロボット誘導を用いて内視鏡を保持し得る
。ロボット誘導の場合には、ロボットを特定の場所に動かすために、ビジュアルサーボ(v
isual　servoing)を用い得る。ビジュアルサーボは、内視鏡画像上のある地点を選択する
ことから成り、ロボットは、その地点が画像の中心に配置されるような方法において動く
。
【０００４】
　ＩＭＡ取外し(テイクダウン)(takedown)は、通常、ＣＡＢＧ処置のうちの最も時間のか
かる部分である。ＩＭＡ取外しは、通常、４５～６０秒の間を要し、バイパス処置の成功
は、通常、採取される血管の質に依存する。
【０００５】
　処置のこの段階の間の主要な挑戦は以下を含む。内視鏡画像がこの処置のための唯一の
視覚化方法であるが、内視鏡は血管の小さな区画の限定的なビュー(眺望)(view)をもたら
すに過ぎない。ＭＩのために、外科医は、胸骨領域の下に達する、肋骨間に挿入される細
長い器具を用いて作業をする。これはそれを困難にする。何故ならば、採取される動脈は
周囲組織から注意深く隔離される必要があり、側枝(side　branches)は焼灼されなければ
ならないからである。
【０００６】
　例えば、ＬＩＭＡ動脈の、長さは、冠動脈上のバイパス場所に達するのに十分でなけれ
ばならない。（全ての領域が見え且つアクセス可能である故に長さを推定し得る観血手術
とは対照的に）ＭＩ処置中に採取される血管動脈の長さを推定することは極めて困難であ
る。ＬＩＭＡは胸の中央又は下方部分から取り除かれるので、それは組織内により埋め込
まれる傾向にあり、隔離を遅らせ、動脈及び側枝の視覚化をより一層挑戦的にする。
【０００７】
　動脈隔離の技術的な困難性とバイパスに必要な未知の長さとの組み合わせは、長期の処
置時間に寄与する。何故ならば、外科医は、より挑戦的な遠位領域において必要とされる
よりもずっと長い動脈区画を隔離するか、或いはある区画を短く隔離し過ぎるかの何れか
であり、それは後に動脈の継続的な隔離のために戻ることを要求するからである。
【０００８】
　ＩＭＡは、通常、胸壁にある組織内に埋め込まれる。内視鏡ビューだけではＩＭＡ枝の
全てを晒すのに十分でないことがある。ＩＭＡを胸壁から取り除くときにＩＭＡの側枝を
閉じ（例えば、焼灼し或いはクリップ留めし）損なうことは、バイパスされる動脈で漏れ
を引き起こし、それは更なる損傷を引き起こすことがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本原理よれば、解剖学的標的を視覚化するシステムが、撮像されるべき領域の少なくと
も部分を撮像する視野を有する撮像デバイスを含む。三次元モデルが、術前画像又は術中
画像から生成され、撮像デバイスからの画像中に見えない撮像されるべき領域内の内部ボ
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リュームの画像を含む。撮像デバイスの視野画像がつなぎ合わされて、撮像されるべき領
域の合成画像を生成するよう、画像処理モジュールが、撮像デバイスから画像を受け取る
ように構成される。合成画像は、実時間画像及び三次元モデルと位置合わせされる。内部
ビューモジュールが、合成画像に沿う１つ又はそれよりも多く（１以上）の位置で内部ボ
リュームの内部ビューを表示のために生成するように構成される。
【００１０】
　解剖学的標的を視覚化する他のシステムが、プロセッサと、プロセッサに結合されるメ
モリとを含む。メモリは、術前画像又は術中画像から生成され且つ解剖学的標的内の内部
ボリュームの画像を含む三次元モデルと、実時間画像を受け取り、実時間画像の部分をつ
なぎ合わせて、解剖学的標的の合成画像を生成するように構成され、且つ、合成画像を実
時間画像及び三次元モデルに位置合わせするように構成される、画像処理モジュールとを
含む。内部ビューモジュールが、合成画像に沿う１つ又はそれよりも多く（１以上）の選
択的な位置で解剖学的標的の内側の内部ボリュームの内部ビューを表示のために生成する
ように構成される。
【００１１】
　解剖学的標的を視覚化する方法が、スコープ（顕微鏡）の視野を用いて解剖学的標的の
部分を撮像すること、その部分を用いて解剖学的標的の合成画像を形成すること、合成画
像中の関心の地点を実時間画像及び解剖学的標的の内部ボリュームの三次元モデルと位置
合わせすること、並びに、実時間画像、合成画像、及び合成画像に沿う１つ又はそれより
も多く（１以上）の位置での内部ボリュームの画像を同時に表示することを含む。
【００１２】
　本開示のこれらの及び他の目的、構成、及び利点は、添付の図面との関連で判読される
べき、その例示的な実施態様の後続の詳細な記述から明らかになるであろう。
【００１３】
　この開示は、以下の図面を参照して、好適実施態様についての後続の記述を詳細に提示
する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】１つの実施態様に従った解剖学的標的を視覚化するシステムを示すブロック図／
フロー図である。
【図２】合成ビューを本原理に従った血管の内部断面画像でレンダリングすることにおい
て利用される画像を示す図である。
【図３】例示的な実施態様に従った解剖学的標的を視覚化する方法を示すフロー図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本原理によれば、上述のような血管隔離の問題を解決する血管隔離計画及び実行システ
ムが提供される。本原理は、小さな区画とは対照的に、血管の殆ど（例えば、ＬＩＭＡ）
を示す、有意に拡大された視野をもたらし、血管についての追加的な情報をもたらす。こ
の追加的な情報は、例えば、採取のために隔離される血管の長さ、所望のバイパス長に対
する血管隔離の進展、及び焼灼される必要がある側枝(side　branches)の場所を含む。
【００１６】
　平面的な関係になる傾向を有する、内視鏡画像で覆われ且つ融合させられる術前三次元
（３Ｄ）画像からの動脈を示すことに加えて、動脈は内視鏡画像の上に投影されて、ＩＭ
Ａ及び枝が埋め込まれる胸壁におけるＩＭＡ及び枝の深さを示す。この深さの知識がない
ならば、外科医が、取外し(テイクダウン)(takedown)が行われる組織の深さを決定し、或
いはどれぐらいの筋膜を胸壁から取り除くべきかを決定することは、困難であろう。その
ような深さ情報がないならば、これは枝が適切に焼灼されないことを引き起こし得るし、
胸壁からＩＭＡを取り除くのに余分な時間を要し得る。左内胸動脈（ＬＩＭＡ）は、多数
の枝を備える肋骨の下を走る。この血管は、心臓バイパスにおいて用いられるよう、胸壁
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から取り除かれてよい。
【００１７】
　特に有用な実施態様によれば、最小侵襲冠動脈バイパス術のための動脈取外し中に内胸
動脈（又は他の血管）とその側枝との間の空間関係を視覚化するシステム及び方法が提供
される。システムは、術前３Ｄ画像からの血管（例えば、動脈）の断面の仮想の視覚化と
、取外し前に動脈を検査するロボット誘導内視鏡操作のための方法とを含む。本原理は、
危険であることがあり且つ血管に損傷を招くことがある、ＩＭＡの術前の診断的焼灼を行
う必要を回避する。
【００１８】
　本発明は、冠動脈バイパス処置と共に使用する並びに冠動脈処置のために使用する医療
器具に関して記載されるが、本発明の教示はより一層広く、標的解剖学的構造の視覚化の
強化が必要とされる或いは望まれるあらゆる器具又は処置に適用可能であることが、理解
されるべきである。幾つかの実施態様において、本原理は、複雑な生物学的システム（生
物系）又は機械的システムを追跡し、操作し、或いは解析することにおいて利用される。
具体的には、本原理は、生物学的システムの処置、即ち、肺、胃腸管、排出器官、血管等
のような、体の全ての領域内の処置を内部追跡することに適用可能である。図面中に描写
される要素は、ハードウェア及びソフトウェアの様々な組み合わせにおいて実施されてよ
く、単一の要素又は多数の要素において組み合わせられてよい機能を提供する。
【００１９】
　図面に示される様々な要素の機能は、専用ハードウェア並びに適切なソフトウェアとの
関連においてソフトウェアを実行し得るハードウェアの使用と通じて提供され得る。プロ
セッサによって提供されるとき、それらの機能は、単一の専用プロセッサによって、単一
の共有プロセッサによって、或いは一部を共有し得る複数の個別のプロセッサによって提
供され得る。その上、「プロセッサ」又は「コントローラ」という用語の明示的な使用は
、ソフトウェアを実行し得るハードウェアを専ら言及するものと解釈されてならず、デジ
タルシグナルプロセッサ（「ＤＳＰ」）ハードウェア、ソフトウェアを格納する読出し専
用メモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセス記憶装置（「ＲＡＭ」）、不揮発性記憶装置
等を黙示的に含み得るが、それらに限定されない。
【００２０】
　その上、本発明の原理、特徴、及び実施態様、並びにそれらの具体的な実施例を引用す
る、ここにおける全ての陳述は、それらの構造的な均等物及び機能的な均等物の両方を包
含することを意図する。加えて、そのような均等物は、現在知られている均等物及び将来
開発される均等物（即ち、構造に拘わらず同じ機能を果たす、あらゆる開発される要素）
の両方を含むことを意図する。よって、例えば、ここに提示されるブロック図は本発明の
原理を具現する例示的なシステム構成部品及び／又は回路構成の概念図であることが当業
者によって理解されるであろう。同様に、あらゆるフローチャート、フロー図、及び同等
物は、コンピュータ可読記憶装置内に実質的に提示されてよく、コンピュータ又はプロセ
ッサが明示的に示されているか否かに拘わらず、そのようなコンピュータ又はプロセッサ
によって実行されてよい、様々なプロセスを提示することが理解されるであろう。
【００２１】
　更に、本発明の実施態様は、コンピュータによる使用のための又はコンピュータと関連
する使用のためのプログラムコードを提供するコンピュータ使用可能な又はコンピュータ
可読な記憶媒体からアクセス可能なコンピュータプログラム（コンピュータプログラム製
品）の形態を取り得る。この記述の目的のために、コンピュータ使用可能な又はコンピュ
ータ可読な記憶媒体は、命令実行システム、装置、若しくはデバイスによる使用のための
又は命令実行システム、装置、若しくはデバイスと関連する使用のためのプログラムを含
み、格納し、通信し、伝搬し、或いは輸送してよい、あらゆる装置であり得る。媒体は、
電子、磁気、光、電磁、赤外線、又は半導体システム（若しくは装置若しくはデバイス）
又は伝搬媒体であり得る。コンピュータ可読媒体の実施例は、半導体又はソリッドステー
トメモリ、磁気テープ、取り外し能なコンピュータディスケット、ランダムアクセス記憶
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装置（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、剛性磁気ディスク、及び光ディスクを含
む。光ディスクの現在の実施例は、コンパクトディスク－読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯ
Ｍ）、コンパクトディスク－読出し／書込み（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、ブルーレイ（ＴＭ）、及
びＤＶＤを含む。
【００２２】
　同等の番号は同一の又は類似の要素を表す図面を参照し、先ず図１を参照すると、最小
侵襲手術のためのシステム１００が、１つの実施態様に従って例示的に示されている。シ
ステム１００は、ワークステーション又はコンソール１１２を含んでよく、処置がワーク
ステーション又はコンソール１１２から監督され且つ／或いは管理される。ワークステー
ション１１２は、好ましくは、１つ又はそれよりも多くのプロセッサ１１４と、プログラ
ム及びアプリケーションを格納するメモリ１１６とを含む。メモリ１１６は、好ましくは
、計画モジュール１０４と、医療装置１０２と協働するよう利用される画像誘導モジュー
ル１０６とを含む。医療装置１０２は、カテーテル、ガイドワイヤ、プローブ、内視鏡、
フレキシブル内視鏡、ロボット、電極、フィルタデバイス、バルーンデバイス、又は他の
医療構成部品等のうちの１つ又はそれよりも多くと共に配置されてよい、撮像デバイス１
０５（例えば、カメラ、レンズを具備する光ファイバ）を含んでよい。デバイス１０２は
、患者の体１６０の内に挿入されてよい。１つの実施態様において、行われるべき処置は
、最小侵襲冠動脈術を含み、デバイス１０２は体１６０の胸腔１６２内に挿入されて、血
管（例えば、ＩＭＡ）のような、解剖学的標的１３１を観察し且つ隔離する。
【００２３】
　計画モジュール１０４は、以下の要素及び構成を含む。例えば、冠動脈バイパス処置の
ための血管取外しの間に、計画モジュール１０４は、採取されるべき標的血管、例えば、
ＩＭＡの視覚化の制御を計画しながら、外科医が他の器具を操作するのを許容する。計画
モジュール１０４は、ロボット１０８を操作する計画を格納し、或いは手作業による処置
中に操作者に誘導（ガイダンス）を提供する。
【００２４】
　画像処理モジュール１４８が、ＩＭＡに沿う画像スティッチング(stitching)を制御し
て広範囲に亘る視野を提供し、更に、画像位置合わせを提供し、当該技術分野において既
知の方法を用いて、例えば、内視鏡ビデオ上に、術前（又は術中）画像をオーバーレイす
るのを許容する。計画モジュール１０４は、画像誘導モジュール１０６との使用のために
関連付けられ或いは割り出され得る、関心の標的地点の選定をもたらす。計画モジュール
１０４は、（例えば、つなぎ合わせ画像(stitched　image)／合成画像(composite　image
)を用いて）血管又は他の構成の長さの計算も提供する。
【００２５】
　画像処理モジュール１４８は、撮像デバイス１１０を用いて撮られる術前又は術中画像
のような、手術画像１３５を位置合わせし且つオーバーレイするために利用されてよい。
撮像デバイス１１０は、画像を収集するために、同時に或いは他の時間及び場所で利用さ
れてよい。手術画像１３５は、三次元術前コンピュータ断層撮影（ＣＴ）画像又は磁気共
鳴画像（ＭＲＩ）等又は術中Ｘ線若しくは超音波を含んでよい。他の撮像モダリティも想
定される。手術画像１３５は、解剖学的標的に沿って仮想内部断面又は内部図画像を含む
三次元モデル１３６を構築するために利用される。
【００２６】
　画像誘導モジュール１０６は、好ましくは、デバイス１０２を支持するロボットシステ
ム１０８を制御することによって、デバイス１０２、例えば、内視鏡の画像に基づく制御
を提供する。画像処理モジュール１４８及び計画モジュール１０４を用いてオーバーレイ
１０７が生成されてよい。オーバーレイ１０７は、合成画像１２４の上に視覚化される目
下のライブ内視鏡画像１３４を含んでよい。合成画像１２４は、デバイス１０２によって
撮られた画像の複数の視野のつなぎ合わせビュー(つなぎ合わせ眺望)(stitched　togethe
r　view)である。画像誘導モジュール１０６は、隔離される血管の長さを所望の長さと比
較し得る進展についての数量化をもたらして、十分な進展が達成された時を決定する。
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【００２７】
　画像誘導モジュール１０６は、標的解剖学的構造１３１の長さに沿ってロボットシステ
ム１０８を誘導する。１つの実施態様において、デバイス１０２は、計画段階中に割り当
てられ且つ計画モジュール１０４中の計画中に格納される関心の地点を用いて誘導される
。
【００２８】
　ワークステーション１１２は、被験者（患者）の内部画像及び容量を見るためのディス
プレイ１１８を含み、デバイス１０２から収集される画像の上に生成されるオーバーレイ
又は他のレンダリングを備える画像を含んでよい。ディスプレイ１１８は、使用者が、ワ
ークステーション１１２並びにその構成部品及び機能又はシステム１００内の任意の他の
要素と相互作用するのも許容してよい。これはインターフェース１２０によって更に容易
化され、インターフェース１２０は、ワークステーション１１２からのユーザーフィード
バック及びワークステーション１１２との相互作用を許容する、キーボード、マウス、ジ
ョイスティック、触覚デバイス、又は任意の他の周辺装置又は制御装置を含んでよい。
【００２９】
　解剖学的標的１３１の手術画像１３５は、ＩＭＡの３Ｄ画像を含んでよい。患者の解剖
学的構造の診断的又は術前スキャン（走査）の間に、３Ｄ血管造影スキャンが取得されて
よい。ＩＭＡを視覚化するためにも必要とされるならば、スキャンを拡張し得る。（例え
ば、図２、画像２０２を参照）。スキャンから、ＩＭＡの３Ｄモデル１３６を再構築し得
る。例えば、スキャン画像から、全てのその枝を備えるＩＭＡの３Ｄ表面を生成するため
に、当該技術分野において知られた方法であってよいセグメント化方法が利用され得る。
次に、血管の内側のカメラ視点から、仮想の血管造影ＩＭＡ画像の生成が得られる（図２
、画像２０４を参照）。仮想画像の生成のための第１のステップは、血管構造の中心線の
検出を含んでよい。骸骨化(skeletonization)を用いて中心線を計算することができ、骸
骨化は、血管の中心にある線を見出しながら、その線から血管壁までの距離を最小にする
。この方法は本原理に従った用途に適している。何故ならば、１つの目的は血管の空間的
な分枝(branching)を示すことだからである。
【００３０】
　次に、ＩＭＡ画像のパノラマスティッチング及び３Ｄモデルとの位置合わせが行われる
（例えば、図２、画像２０６を参照）。位置合わせ(registration)及びつなぎ合わせ(sti
tching)を行う方法は、広い視野の画像のための画像つなぎ合わせを含んでよい。ＬＩＭ
Ａの始まり（終わり）に向かって配置される所定の場所にある内視鏡１０２を用いて、外
科医は広い視野の取得を開始し得る。そうするために、外科医又はロボット１０８は、Ｌ
ＩＭＡの見える部分に沿って、未較正のロボットビジュアルサーボ(visual　servoing)又
は他の技法を用いて内視鏡を動かす。このようにして、外科医は、ＬＩＭＡに沿う地点を
選択し、内視鏡１０２は相応して動く。外科医は外科器具をガイドとしても用いることが
でき、器具が動くと、内視鏡はツール先端部に追従し得る。このステップは、動脈の全長
を観察するために内視鏡が助手又は外科医によって動かされる、臨床実務と類似する。
【００３１】
　移動する内視鏡１０２によって収集される画像をつなぎ合わせるために、画像のスティ
ッチングがおこなうために用いられる既知の方法が修正されてよい。画像は照合(matchin
g)アルゴリズム（１４８）又は他の画像処理技法を利用してよい。１つの修正は、内視鏡
の種類に関する。この実施態様において、内視鏡１０２は、傾斜ビューイング(oblique　
viewing)又は前方ビューイング(forward　viewing)の一方又は両方であり得る。第２の修
正は、内視鏡１０２の動きに関する。内視鏡の動きは、画像処理モジュール１４８によっ
て事前プログラムされ且つゲート処理(gated)されてよい。この実施態様において、動き
は外科医の命令によって生成され且つゲート処理される。他の構成は、フレキシブル内視
鏡の使用を含んでよい。
【００３２】
　動きは使用者によって定められるが、スティッチングのために用いられる画像の検証は
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、オーバーラップの量及びオーバーラップする画素の赤、緑、青（ＲＧＢ）値における残
留誤差に基づき捕捉画像を最適化することによっておこなわれ得る。画像は整列させられ
て、合成画像１２４を形成する。合成画像１２４は、血管（例えば、ＩＭＡ）の全長を含
む。血管の全長は、（縮尺又は基準を用いて）画像から計算されてよく、或いは内視鏡又
は他のツールが画像中を走行する距離に基づき計算されてよい。最終的な結果は、時間期
間に亘って内視鏡によって取得された個々の画像からつなぎ合わされた、ＩＭＡ１３１の
長さに沿う一連の画像（視野画像）を含む、合成画像１２４である。
【００３３】
　合成画像１２４は、画像中で選択され且つ表示される関心の地点を有する。ＩＭＡ１３
１の関連部分の合成画像１２４がひとたび生成されると、血管隔離を計画するために、合
成画像上の幾つかの関心の解剖学的地点が選択され得る。これらの地点は（それらを画像
の上にオーバーレイすることによって）格納されることができ、次に、処置中に参照され
る。代替的に、それらの地点が選択されると、ロボット１０８（内視鏡ホルダ）が内視鏡
１０２をその場所まで動かし、ロボット１０８の接合地点が格納され、よって、それらは
画像誘導隔離処置中に参照され得る。
【００３４】
　関心の解剖学的地点での地点の選択は、例えば、隔離の初期地点、隔離の終了地点、及
び大きな分岐(bifurcation)又は他の解剖学的構成若しくは地点を含んでよい。合成画像
１２４上での地点の選択に加えて（或いはその代わりに）、合成画像１２４を用いて内視
鏡画像（１３４）と術前又は術中３Ｄ撮像（３Ｄモデル１３６）とを位置合わせし得る。
オーバーレイ１０７は、実時間画像（１３４）と、画像処理１４８を用いる合成画像１２
４とを含んでよい。ＩＭＡ１３１との合成画像１２４の比較は、内視鏡画像上で直接的に
見えない分岐の場所を示し得る。何故ならば、それらは筋膜及び他の組織の下に配置され
得るからである。
【００３５】
　３Ｄモデル１３６は、（３Ｄモデル１３６から）解剖学的標的１３１内の内部構造を明
らかにするために、（実時間画像１３４及び合成画像１２４を含む）オーバーレイ１０７
と位置合わせされてよい。これは、内視鏡１０２の位置での、操作者によって選択される
地点、ロボット位置によって選択される地点等での、断面画像の生成を含んでよい。
【００３６】
　血管（例えば、動脈）に沿うロボット１０８を用いた（標的１３１の経路を辿る）第１
の運転の後に、ロボット１０８は、（エンコーダから）動脈のあらゆる位置がどこである
かを覚え、次に、経路を後戻りし、（ライブ）内視鏡画像及び内部ビュー(内部眺望)(int
ernal　view)(例えば、術前又は術中３Ｄ画像からの断面）を後に視覚化する。内部ビュ
ーモジュール１２６は、計画モジュール１０４の部分であってよく、画像処理モジュール
１４８の部分であってよく、或いは別個のモジュールとして存在してよい。内部ビューモ
ジュール１２６は、手術画像１３５／モデル１３６中の構造画像から内部ビュー画像、具
体的には、例えば、合成画像１２４に沿う血管の断面ビュー（断面図）を生成する。
【００３７】
　図２を参照すると、図は本原理に従った血管の入手可能な断面ビューを用いて合成画像
を提供することにおける異なる段階で利用される画像を例示的に示している。画像２０２
は、ＩＭＡ血管を含む３Ｄ血管造影画像を示している。ＩＭＡの３Ｄ画像２０２の取得は
、患者の解剖学的構造の診断的又は術前スキャン中に得られてよい。３Ｄ血管造影スキャ
ンは、ＩＭＡ全体を視覚化するために、従来的な処置から拡張される必要があることがあ
る。
【００３８】
　次に、主血管及び枝についてのデータ構成を提供するために、ＩＭＡ血管のセグメント
化が行われている。ＩＭＡのセグメント化された３Ｄモデルの再構築がスキャン画像から
提供される。全てのその枝を用いてＩＭＡの３Ｄ表面を生成するために、あらゆる適切な
セグメント化方法が遂行されてよい。
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【００３９】
　仮想の血管造影ＩＭＡ画像が血管の内側のカメラ視点から生成される。画像２０４は、
分枝地点(branched　positions)を示す血管の内側のカメラ視点からの仮想の３Ｄ画像を
示している。仮想の画像の生成は、血管構造の中心線の検出を含む。骸骨化を用いて中心
線を計算することができ、骸骨化は、血管の中心にある線を見つけ出しながら、その線か
ら血管壁までの距離を最小にする。これらの画像は、血管の空間的な分枝を示している。
【００４０】
　合成内視鏡画像２０６が、多数の内視鏡画像から互いにつなぎ合わされる。ＩＭＡ画像
のパノラマスティッチングが複数の内視鏡画像を接合させて、ＩＭＡ又は他の標的の完全
なビュー(眺望)をもたらす。パノラマビューは、３Ｄモデルと位置合わせされる。このよ
うにして、内部画像が血管に沿うあらゆる地点のために利用可能である。合成内視鏡画像
２０６は、３Ｄレンダリング（内部カメラ画像を備える３Ｄモデル）と位置合わせされる
。画像２０６は、（例えば、断面線Ａ－Ａに）断面線を備える血管を示しており、よって
、外科医は、画像２０８に示されるような主ＩＭＡ血管に対する枝の空間的な配置を見る
ことができる。画像２０８は、断面線Ａ－Ａでの内部カメラビューを示している。ビュー
位置（例えば、断面Ａ－Ａ）は画像２０６中で血管に沿って移動させられてよく、画像２
０８はその位置についての関連する仮想画像を用いて相応して更新される。
【００４１】
　１つの実施態様では、内視鏡画像中のＩＭＡの断面の選択及びその断面に関連する仮想
の画像の視覚化がもたらされる。ＩＭＡ上の位置の選択は、インターフェース１２０（図
１）及びディスプレイ１１８（図１）を用いて行われてよい。使用者はＩＭＡ上の位置を
選択し、システムは血管の内側から仮想の画像（例えば、断面）を表示する。
【００４２】
　他の実施態様では、自動視覚化が利用され、内視鏡又は他のデバイスの位置付けによっ
て制御されてよい。例えば、血管断面は内視鏡画像の中心に対応する位置のために描写さ
れる。断面画像（仮想の画像）を自動的に選択されることができ、外科医は断面３Ｄ図を
生成し且つ視覚化し得る。
【００４３】
　他の実施態様では、ＩＭＡに沿う内視鏡のロボット誘導が対応する断面の視覚化を用い
て提供されてよい。内視鏡画像の中心での血管断面を自動的に選択することができ、外科
医は断面３Ｄ図を生成し且つ視覚化し得る。ロボット操作される内視鏡は、大動脈に近接
して、ＩＭＡの近位端に位置付けられてよい。画像スティッチング及びパノラマ画像２０
６内のあらゆる位置と関連付けられるロボットエンコーダの既知の値に基づき、ロボット
システムは、使用者によって定められる速度でその長さに亘ってＩＭＡに従うよう、内視
鏡を動かし得る。内視鏡が動くと、内視鏡２０６の画像及びＩＭＡの仮想の画像２０８の
再構築の両方が同時に示されることがある。
【００４４】
　図２を続けて参照しながら図１を再び参照すると、画像誘導モジュール１０６は、内視
鏡１０２を誘導するために利用される。外科医は、内視鏡を、例えば大動脈に近接する、
近位位置（画像２１０中の地点「Ａ」）に戻し、周囲組織からの動脈の隔離を行うことを
開始して、動脈（ＩＭＡ）を胸壁から切り離す。外科医は、ビジュアルサーボを用いるこ
とによって、並びに／或いは以前に選択した地点、例えば、計画中に選択され且つ分岐を
示す地点「Ｃ」を参照することによって、その場所に内視鏡を自動的に配置する。外科医
が動脈に沿って進行させるときに、目下の内視鏡ビュー（画像２１０中のスコープ画像１
３４（顕微鏡画像））は、以前に計算された合成画像１２４の上にオーバーレイされてよ
く、或いは外科医に同時に表示されてよい。加えて、断面線（画像２０６中のＡ－Ａ）又
は他の関心の地点のオーバーレイが提供されて、見られている動脈の内部ビューが更に表
示されてよい。内部カメラビュー２０８が術前画像から提供される。
【００４５】
　「ピクチャー・イン・ピクチャー」ビューは、外科医が目下入手可能である視野よりも
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一層広い視野を観察するのを許容し、血管の内部部分を見ることを許容し、内視鏡ビュー
において入手可能でないあらゆる分岐、損傷組織、又は他の関心の構成を明らかにする。
加えて、内視鏡の動きは位置合わせ情報と組み合わせられるロボットエンコーダから知ら
れるので、縮尺を抽出することができ、既に隔離された動脈の部分又は隔離されるべき血
管の計画された終点（地点「Ｂ」）の長さを示す。
【００４６】
　本原理はＩＭＡを用いるＣＡＢＧ処置について記載されたが、ここに記載されるデバイ
ス（標的動脈に沿って動くロボット内視鏡）及び視覚化方法は、体の他の領域に適用され
てよく、他の処置のために提供されてよい。特に有用な適用は最小侵襲バイパス術におい
て利用されるが、本原理は血管隔離を利用するあらゆる処置のために利用されてよい。
【００４７】
　図３を参照すると、解剖学的標的を視覚化する方法が、本原理に従って例示的に示され
ている。１つの実施態様では、ブロック３０２において、患者が介入処置のために準備さ
れる。これは解剖学的標的の三次元（３Ｄ）モデルを創り出す術前撮像を含む。三次元モ
デルは、術前三次元血管造影スキャンを用いて生成されてよい。他のスキャン技術が利用
されてもよい。指定の地点又は関心を含む３Ｄ画像／モデルを用いて詳細な計画が生成さ
れる。切開部及び／又は穴が、器具を装着する患者の内部へのアクセスをもたらす。
【００４８】
　ブロック３０４において、スコープ（例えば、内視鏡）の視野を用いて、解剖学的標的
の部分が撮像される。各画像の視野は、全領域又は解剖学的標的よりも少ないことがある
。ブロック３０６において、スコープの複数の視野中の画像の部分を用いて、解剖学的標
的の合成画像が形成される。これは部分をつなぎ合わせて合成画像を作ることを含んでよ
い。ブロック３０８において、合成画像中の関心の地点が、解剖学的標的の内部ボリュー
ム（内部容積）の三次元モデルと位置合わせされる。ブロック３１０において、合成画像
は実時間スコープ画像と位置合わせされる。
【００４９】
　ブロック３１２において、実時間画像、合成画像、及び内部ボリュームの画像は、解剖
学的標的及び／又は合成画像に沿う１つ又はそれよりも多くの選択される位置での同時の
表示のために提供される。選択される関心の地点は、任意の数の地点を含んでよく、標的
の全長に沿う血管又は他の標的の内部詳細（例えば、その深さ）を技術者／外科医に提供
する。（例えば、マップとして用いられる）合成画像及び／又は標的上に設けられるよう
な各関心の地点で、選択される関心の地点又は複数の関心の地点に対応する血管の内部の
断面ビュー又は内部カメラビューを、技術者／外科医のために表示し得る。
【００５０】
　ブロック３１２において、スコープが解剖学的標的に沿って（例えば、手作業で或いは
ロボットを用いて）誘導され、対応する内部画像のビューイング(viewing)を引き起こす
ために、合成画像に沿う１つ又はそれよりも多くの選択的な位置が利用される。解剖学的
標的は、隔離されるべき血管、及びバイパス術における使用のために内胸動脈（ＩＭＡ）
内で焼灼されるべき枝を好ましくは明らかにする内部ボリュームの画像を含んでよい。ス
コープは解剖学的標的に沿って誘導され（且つスコープによって見られるときに）、対応
する内部画像は枝又は他の構成を検出するために表示されてもよい。ブロック３１６にお
いて、本開示に従った内部ビュー及び合成画像を用いて、血管取外しが行われ、全ての枝
が焼灼されること及び十分な長さの血管が採取されることを保証する。ブロック３１８に
おいて、処置は完了する。
【００５１】
　付属の請求項を解釈する際には、以下のことが理解されるべきである。
　ａ）「含む」という用語は、所与の請求項中に列挙される要素又は行為以外の他の要素
又は行為の存在を排除しない。
　ｂ）ある要素に先行する不定冠詞は、そのような要素が複数存在することを排除しない
。
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　ｃ）請求項中のいずれの参照記号も、それらの範囲を限定しない。
　ｄ）幾つかの「手段」は、同じ品目又はハードウェア若しくはソフトウェア実現構造又
は機能によって提示されてよい。
　ｅ）特別に示されない限り、行為の特定の順序が要求されることは意図されない。
【００５２】
　（例示的であることを意図し、限定的であることを意図しない）最小侵襲バイパス術中
の内胸動脈の空間的な視覚化についての好適な実施態様が記載されたが、当業者は上記教
示に照らして修正及び変更を行い得ることを記す。従って、付属の請求項によって概略さ
れるような、ここにおいて開示される実施態様の範囲内にある、開示される開示の特定の
実施態様において、変更が行われてよいことが、理解されるべきである。特許法によって
要求される詳細及び特異点をこのように記載したが、請求され且つ特許によって保護され
ることが望まれるものは、付属の請求項中に示される。

【図１】 【図２】
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